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通信を利⽤した会議に関する緊急勅令 仏暦 2563 年（2020 年）

2020 年 4 ⽉ 19 ⽇、通信を利⽤した会議に関する緊急勅令 仏暦 2563 年（⻄暦
2020 年）（以下、「緊急勅令」）が官報に掲載されました。本緊急勅令は、新型コ
ロナウイルス（COVID-19）の感染拡⼤防⽌を⽬的とした世界保健機構（以下、
「WHO」）の推奨に従い、ソーシャルディスタンスを保つことにあります。本緊急勅令の
公布に伴い、WHO が推奨するソーシャルディスタンスを保つために制約があり現実的で
はない通信を利⽤した会議に関する従前の規定である 2014 年 6 ⽉ 27 ⽇付の国家
平和秩序評議会布告 No.74/2557（以下、「NCPO 布告」）は廃⽌されました。な
お、本緊急勅令と⽭盾しない範囲において、2014年 11⽉ 24⽇付で情報通信技術
省が公表した通信技術を利⽤した会議の安全基準の布告（以下、「ICT 布告」）は
依然として効⼒を有します。

2020 年 4 ⽉ 19 ⽇以後に開催される通信を利⽤した会議に効⼒を有することとなる
本緊急勅令の主な留意点

· 通信を利⽤した会議を開催する場合、会議出席者は同⼀の場所に集う必要
はなく、通信を利⽤した議論、相談、意⾒表明を⾏うことが認められます。しかし
ながら、本緊急勅令の規定により、⼈⺠代表院、元⽼院、国⺠議会、判決や
裁判所命令に関する会議、その他関連省令で定められた会議などは通信を利
⽤して開催することは認められません。

· 通信を利⽤した会議は、デジタル経済社会省が官報に公布予定（2020 年 4
⽉ 19 ⽇現在）の通信を利⽤した会議に関する安全基準に準拠することが求
められます。



· 会議招集通知及び会議書類は電⼦メールで送信されることが認められ、会議
出席者は当該会議招集通知及び会議書類の写しを証憑として保管しなけれ
ばなりません。しかし、証憑は電⼦データにより保存することができます。

· 通信を利⽤した会議の開催にあたり、議⻑は当該会議が以下に掲げる事項を
充⾜するように⼿配することが求められます。
(1) 会議開催前に、通信を利⽤して会議出席者の本⼈確認をする
(2) 会議出席者が、通常投票と匿名投票のいずれの⽅法による決議にも

対応できるようにする
(3) 会議議事録を書⾯に残す
(4) 機密性の⾼い会議を除き、会議開催中にわたって会議出席者全員の

⾳声または映像を含む⾳声を電⼦データにより記録する
(5) 会議出席者全員の通信データ（ログデータ）を証憑として保存する
(6) 上記（4）及び（5）のデータを会議議事録の⼀部として取扱う

· 会議出席者に出席に伴う⼿当等の報酬が⽀払われる場合、これらの⼿当等は
通信を利⽤した会議の実際出席者に⽀払われなければなりません。

· 本緊急勅令に基づいて開催される通信を利⽤した会議は法的効⼒を持つ会
議とみなされ、本緊急勅令に基づく電⼦データの法的有効性は、⺠事訴訟、刑
事訴訟、その他の訴訟において、電⼦データであることのみを理由に証拠能⼒を
否認されるものではありません。

電⼦取引開発機構（以下、「ETDA」）は、通信を利⽤した会議システムのサービスプ
ロバイダーに対し NCPO 布告と ICT布告に関する法令順守の状況を評価することを要
請しており、彼らが実施する⾃⼰評価レポートの内容を公表しました。ETDA は、サービ
スプロバイダーによる上記⼆つの法令順守の是⾮を調査・認証していないため、使⽤者
はサービスプロバイダーの安全対策を⾃ら検討しなければなりません。

通信を利⽤した会議システム及び各サービスプロバイダーの⾃⼰評価シートの詳細な情
報は、ETDAから公表された以下の Webサイトをご参照ください。
www.etda.or.th/content/e-meeting.html
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